
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
な
ど
の

夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま
す

平
日
の
開
庁
時
間
に
来
庁
で

き
な
い
方
の
た
め
に
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番
号
カ
ー

ド
）
な
ど
の
交
付
窓
口
を
夜
間
に

開
設
し
ま
す
。

◆
日
　
時

　

毎
月
第
２
、
第
４
木
曜
日

　

午
後
５
時
15
分
～
７
時

◆
受
付
業
務

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

・
電
子
証
明
書
の
更
新

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
暗
証
番

号
再
設
定

※
対
応
す
る
職
員
は
１
人
の
た
め
、

お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

町
住
民
保
健
課
住
民
グ
ル
ー
プ

（
窓
口
①
番
）

☎
�
７
５
０
９

年
始
の
診
療
体
制

○
12
月
30
日
㈬
～
令
和
３
年
１
月
３

日
㈰

・
町
内
の
全
病
院
が
休
診

※
救
急
の
場
合
は
、
栗
山
赤
十
字
病

院
の
救
急
外
来
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

○
令
和
３
年
1
月
４
日
㈪

・
梶
整
形
外
科
医
院　
　

午
前
診
療

・
板
垣
医
院　
　
　
　
　

午
前
診
療

・
長
岡
医
院　
　
　
　
　

午
前
診
療

南
空
知
圏
域
の
住
民
に
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
ま
す

９
市
町（
岩
見
沢
市
・
夕
張
市
・

美
唄
市
・
三
笠
市
・
月
形
町
・
南

幌
町
・
由
仁
町
・
長
沼
町
・
栗
山

町
）
で
構
成
す
る
南
空
知
圏
域
で

取
り
組
む
施
策
な
ど
を
検
討
す

る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施
し
ま
す
。

◆
対
　
象

18
歳
以
上
の
町
民
か
ら
無
作
為

に
抽
出
し
た
約
８
２
０
人

※
対
象
者
は
９
市
町
で
配
分
し
て
い

ま
す
。

◆
調
査
内
容

防
災
関
係
、
公
共
交
通
機
関
・
Ｉ

Ｃ
Ｔ
の
利
用
方
法
な
ど

◆
調
査
方
法

　

１
月
中
旬
に
岩
見
沢
市
（
事
務

局
）
か
ら
対
象
者
に
調
査
票
を

送
付

◆
回
答
方
法

　

２
月
５
日
㈮
ま
で
に
同
封
の
返

信
用
封
筒
で
返
送
す
る
か
、
案

内
に
記
載
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

回
答
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納 税 に 関 す る 相 談納 税 に 関 す る 相 談町税務課課税グループ　☎ 7 3 - 7 5 0 5 町税務課収納グループ　☎ 7 3 - 7 5 0 6課税内容に関する問い合わせ課税内容に関する問い合わせ

町税納期限

22 月月 11 日  （月）日  （月）

国民健康保険税　　　　⑦期

後期高齢者医療保険料　⑦期

介 護 保 険 料　　　　  ⑦期 } 全てコンビニで納付ができます。

※新型コロナウイルスの影響により納税が困難な
場合には、申請により徴収の猶予ができますの
で収納グループにご相談ください。

く
ら
し

く
ら
し

相
　
談

相

談

無
料
法
律
相
談

◆
日
　
時

　

1
月
15
日
㈮
、
29
日
㈮

　

午
後
1
時
～
4
時

◆
場
　
所

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー「
し
ゃ
る
る
」

◆
内
　
容

　

札
幌
弁
護
士
会
所
属
弁
護
士
に
よ

る
30
分
程
度
の
法
律
相
談

◆
申
込
方
法

　

事
前
に
電
話
で
予
約

◆
相
談
料　

　

無
料
（
定
員
各
6
人
）

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
�
1
３
２
２

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

今
後
の
状
況
に
よ
り
変
更
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

【問い合わせ】
町住民保健課国保グループ  ☎ 73-7508

国民年金は、老後の暮らし、病気や事故で
障がいが残ったとき、働いている世代みんな
で支えようという考えで作られた仕組みです。
20 歳以上 60 歳未満の方は、国民年金に加入
することが義務付けられており、20 歳になっ
た方には、日本年金機構から国民年金に加入
したことをお知らせします。

国民年金は老齢年金のほか、障害年金や遺
族年金もあります。障害年金は病気や事故で
障がいが残ったときに受け取ることができ、
遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入
者により生計を維持されていた遺族（「子のあ
る配偶者」や「子」）が受け取ることができます。

ただし、国民年金の加入手続きや保険料の
納め忘れがあると年金を受け取れないことが
あります。

２０歳になったら国民年金

国 民 年 金

みんなの

水 道水 道

【問い合わせ】
町上下水道課上下水道グループ
☎ 73-7514

　毎月の検針の際に「水道・下水道等ご使用のお
知らせ」をポストなどに投函しています。
　水道・下水道等ご使用のお知らせには使用水量、
使用料金の他に、メモ欄には使用水量の増大、減少、
漏水の疑いがある場合、町からのお知らせなどが
書かれています。
　毎月の使用水量を確認することで、節水や漏水
の早期発見にもつながります。水道・下水道等ご
使用のお知らせは毎月必ず確認しましょう。

北方領土の日北方領土の日
北方四島の返還北方四島の返還
早期の実現を早期の実現を

【問い合わせ】町総務課総務グループ   ☎ 72-1111

２月７日は

１月 21 日㈭～２月 20 日㈯まで
役場旧庁舎ロビーに署名コーナー
を設置します。

第 6 回自衛官候補生（男女）
【受　付】

令和 3 年 1 月 1 日㈷～ 20 日㈬
【試験日】

令 和 3 年 1 月 29 日 ㈮、30 日
㈯（どちらか 1 日）

【年　齢】18 歳～ 32 歳　

自衛隊の “ 経験 ” を社会で生かそう！

陸・海・空　自衛官等募集

  【問い合わせ】
　自衛隊札幌地方協力本部
　恵庭地域事務所
　☎ 0123-34-5438

第 7 回自衛官候補生（男女）
【受　付】

令和 3 年 1 月 1 日㈷～ 2 月 12 日㈮
【試験日】

令和 3 年 2 月 19 日㈮、20 日㈯（どちらか 1 日）
【年　齢】18 歳～ 32 歳

※現在 32 歳の方は生年月日により応募の可
否が変わります。

　学生の方や収入が少なく保険料の納付が困
難な方の場合は「学生納付特例」や「納付猶
予」など保険料の支払いを猶予する制度があ
ります。
・学生納付特例制度

学生の方は一般的に所得が少ないため、ご
本人の所得が一定以下の場合、国民年金保険
料の納付が猶予される制度です。

対象となる学生は、学校教育法に規定する
大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専
門学校、専修学校および各種学校（修業年限
1 年以上である課程）、一部の海外大学の日本
分校に在学する方です。
・納付猶予制度

学生でない 50 歳未満の方で、ご本人およ
び配偶者の所得が一定額以下の場合、国民年
金保険料の納付が猶予される制度です。

1
ま ち の i n

f o m a t i o
n

月
January

◆
問
い
合
わ
せ

町
経
営
企
画
課

地
域
政
策
グ
ル
ー
プ

☎
�
７
５
０
２


